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男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
「
男
女
が
お
互
い

を
尊
重
し
あ
い
、
家
庭
、
職
場
、
地
域
、
学
校
、

な
ど
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、
性
別
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
し
、
喜

び
や
責
任
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
、
不

当
な
性
差
別
の
な
い
社
会
」
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
市
は

昨
年
４
月
に
「
韮
崎
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条

例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
内
各
地
区

で
市
民
に
よ
る
積
極
的
な
取
組
み
も
行
わ
れ
て

お
り
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
、
誰
も

が
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

６
月
は
男
女
共
同
参
画
推
進
月
間

男
女
共
同
参
画

女
男

休日は みんなでしよう 家庭の仕事
毎月第１日曜日は、男女共同参画の日
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「
女
性
だ
か
ら
」、「
男
性
だ
か
ら
」

と
い
う
性
別
に
よ
る
役
割
は
、
生

ま
れ
た
と
き
に
備
わ
っ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
社
会
や
文
化
が
つ

く
り
あ
げ
た
差
別
的
な
ジ
ェ
ン
ダ

ー
で
す
。

　

法
律
・
制
度
上
で
は
男
女
平
等

が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の

の
、
女
性
の
政
策
・
方
針
決
定
へ

の
参
画
、
職
場
に
お
け
る
能
力
発

揮
は
十
分
で
は
な
い
ほ
か
、
家
事
・

育
児
・
介
護
に
お
け
る
負
担
が
重

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
差
別
は
長
い
歴
史

の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
た
め
、
な

か
な
か
気
づ
き
に
く
い
も
の
で
す
。

女
性
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
差
別

さ
れ
た
り
、
不
利
な
扱
い
を
受
け

て
い
る
の
で
は
、
本
当
に
平
等
な

社
会
と
は
言
え
ま
せ
ん
。　

　

ま
た
、
伝
統
的
に
男
性
の
家
事
・

育
児
へ
の
参
加
が
「
男
性
ら
し
く

な
い
」
と
い
う
傾
向
が
残
っ
て
い

ま
す
。

　

実
際
、
男
性
の
育
児
休
暇
が
認

め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

取
得
率
は
１
％
に
も
達
し
て
い
ま

せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
地
域
社
会
の
様
々

な
面
で
、
男
女
共
同
参
画
が
諸
外

国
と
比
較
し
て
不
十
分
で
あ
り
、

「
男
性
は
仕
事
、
女
性
は
家
庭
と
子

育
て
」
な
ど
の
固
定
的
な
男
女
の

役
割
分
担
意
識
が
根
強
く
残
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

女
性
も
男
性
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
分
の
能
力
や

行
動
、
生
き
方
を
広
げ
る
こ
と
が

で
き
る
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
家
庭
、
職
場
、

地
域
、
学
校
な
ど
、
毎
日
の
生
活

や
人
間
関
係
の
中
で
何
気
な
く
当

た
り
前
と
見
過
ご
し
て
い
る
性
差

別
的
な
意
識
や
言
動
に
、
私
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
敏
感
に

気
づ
き
、
見
直
す
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

そ
う
す
る
こ
と
で
、
不
当
な
性

差
別
の
な
い
誰
も
が
住
み
よ
い
地

域
づ
く
り
が
実
現
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　　

人
は
生
ま
れ
る
と
き
に
、
男
性

か
女
性
と
い
う
生
物
学
的
な
性
差

（
性
別
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
成
長
過

程
で
社
会
的
・
文
化
的
に
形
成
さ

れ
る
性
差
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
に
は
、

「
男
性
は
女
性
よ
り
も
腕
力
が
あ

る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
性
別
に
よ

る
特
性
の
ほ
か
に
、「
男
性
の
く
せ

に
」、「
女
性
の
く
せ
に
」
と
い
っ

た
人
権
を
侵
害
す
る
差
別
的
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
差
別
的
な
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
地
域
か
ら
な
く
な
っ
た
社

会
を
“
男
女
共
同
参
画
社
会
”
と

い
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
男
性
・
女
性
の
人
権

が
等
し
く
尊
重
さ
れ
、
女
性
が
自

ら
の
選
択
に
よ
り
活
躍
し
、
男
性

も
育
児
や
地
域
活
動
に
参
加
し
、

お
互
い
が
支
え
あ
い
、
利
益
も
責

任
も
分
か
ち
あ
う
、
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
社
会
の
こ
と
で
す
。 

　　

「
女
性
だ
か
ら
赤
」、「
男
性
だ
か

ら
青
」、「
女
性
は
家
事
・
育
児
」、

「
男
性
は
仕
事
」
な
ど
と
い
わ
れ
た

経
験
は
、
誰
も
が
一
度
や
二
度
は

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
状
は
ど
う
で
し
ょ
う
か

男
女
共
同
参
画
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
は

男ひ

と

と
女ひ

と

が
支
え
あ
う

男
女
共
同
参
画
社
会

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
単
な
る
「
性

差
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自

体
は
悪
者
で
も
正
義
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
中
で
も
「
男
性

は
女
性
よ
り
腕
力
が
あ
る
」

と
か
「
女
性
は
男
性
よ
り
長

生
き
す
る
」
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
で
あ
り
、

納
得
で
き
る
も
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
に
は

誤
っ
た
性
差
が
み
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
は
差
別
的
ジ
ェ
ン

ダ
ー
で
す
。
例
え
ば
、「
男

性
は
家
族
を
支
え
る
も
の
」

「
家
事
は
女
性
が
担
う
も
の
」

「
男
（
女
）
は
男
（
女
）
ら

し
い
方
が
よ
い
」「
地
域
の

祭
事
は
男
性
が
担
う
も
の
」

「
地
域
の
役
員
は
男
性
の
方

が
よ
い
」「
女
性
は
結
婚
す

る
と
仕
事
を
辞
め
る
か
ら
困

る
」
な
ど
、
こ
れ
ら
の
男
女

の
人
権
を
侵
害
す
る
不
当
な

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
家
庭
内
、

職
場
内
、
地
域
や
社
会
の
中

に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、

不
当
な
性
別
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

家
庭
、
職
場
、
地
域
、
学
校
な

ど
か
ら
な
く
な
っ
た
社
会
の
こ

と
で
す
。

　
　
　
　

向
山 

建
生 

さ
ん

（
韮
崎
市
男
女
共
同
参
画
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、　
　

山
梨
大
学
客
員
教
授
）

　

人
は
オ
ギ
ャ
ー
と
生
ま
れ
た

と
き
、
男
か
女
か
と
い
う
生
物

学
的
性
差
（
性
別
）
を
も
っ

て
い
ま
す
。

　

乳
幼
児
段
階
で
、
お
腹
が

空
い
た
と
き
や
お
尻
が
ぬ
れ

た
と
き
な
ど
に
、
○
○
が
き

て
ニ
ッ
コ
リ
と
笑
い
対
応
し

て
く
れ
る
と
、「
○
○
が
愛
し

て
く
れ
て
い
る
」
と
い
う
意

識
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の

○
○
は
、
お
父
さ
ん
で
あ
り
、

お
母
さ
ん
で
あ
り
た
い
も
の

で
す
。

　

幼
児
か
ら
学
童
・
生
徒
へ

の
成
長
過
程
で
は
、
両
親
や

祖
父
母
や
学
校
や
テ
レ
ビ
な

ど
か
ら
、「
男
（
女
）
と
は
こ

う
い
う
も
の
だ
」「
父
親
（
母

親
）
と
は
こ
う
だ
」「
世
間
一

般
に
、
こ
れ
は
男
（
女
）
に

適
し
て
い
る
仕
事
だ
」
な
ど

と
い
う
こ
と
を
学
習
し
、
男

女
差
が
意
識
の
中
に
形
成
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の

社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
性
差

を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
呼
び
ま
す
。

男女共同参画社会とは、不当な性別的ジェンダーが、家庭、
職場、地域、学校などからなくなった社会のことです。
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　韮崎市男女共同参画推進委員会では、「男女
共同参画社会」の実現を目指し、様々な活動
を行っています。
　平成18年度、各地区において、地域のみ
なさまのご協力やご支援をいただきながら行
われた推進活動の一部を、『推進だより』とし
て報告します。

　平成１８年１１月５日、富士見二丁目公民館にお
いて、自治会活動の依頼で男女共同参画社会の話と
して「功名が辻」より一豊と千代の講演をしました。
　平成１９年１月、ホテル舟山にて韮崎市商工会女
性部新年互礼会において、『憲法第十四条、すべて
の国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、
社会的身分または門地により、政治的、経済的また
は社会的関係において差別されない。』男女共同参
画社会の原点はここにあるのではないかとの話を
しました。
　また、３月４日韮崎市民会館で行われた「生涯学
習の集い」においては、地区委員３名と応援２名
を頼み、会話劇「家
庭の問題」を上演し、
笑いの中に男女共同
参画社会のあり方に
ついて皆様の理解を
得ることができたの
ではないかと思いま
した。

～憲法十四条のはなし～

韮崎地区

穂坂町

～気づくことが　はじめの一歩～

　平成１９年２月１
１日、宮久保の法泉
院集会所において、
穂坂公民館巡回講演
会と共に「気づく事
がはじめの一歩（男
女共同参画社会を築
くために）」のビデ

オを上映し学習しました。「解りやすくてとても良
かったよ。」との言葉が多く聞かれました。その後、
推進委員が「家庭での共同参画にはお互いのこれま
での生活環境による特性を理解した思いやりが必
要ではないか」というミニ講演を行い、参加者には
より一層理解を深める機会になったのではないか
と思いました。

委員長 清水 一
副委員長 伊藤 清美 伊藤 啓子
韮崎地区 高野 豊村 五味 はる美

安部 美佐子
穂坂町 大柴 豊子 海瀬 政友
藤井町 岩村 栄比古 早川 美智子
中田町 井上 修 伊藤 啓子
穴山町 藤原 惠美子 栗林 政樹
円野町 真壁 喜代子 眞壁 昭彦
清哲町 藤巻 勝志 藤嶋 喬枝
神山町 山寺 正賢 工藤 静枝
旭町 鈴木 歳夫 吉川 恭子
大草町 藤原 はま子 中込 清子
竜岡町 醍醐 三郎 標 さか江

広げよう共同参画
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家庭から 地域から

～男女が支える地域づくり～

　「今年の参画良かったよ。」生涯学習の集いでの
発表が終わって引き上げた時に聞いた感想でした。
今年はより身近に感じて欲しいと考え、出演を公民
館運営委員の方々にお願いしました。
　地域の顔の人たちが真剣に、時には失敗しながら
取り組んでくれたことが、笑いを誘い、中身を身近
なものに、自分たちの問題だと捉えていただいたよ
うに思います。家庭や地域の崩壊を思わせる今日、

それらの再生は多く
の方々の願いだと思
います。それは「男
女が共に取り組んで
こそ出来るものだ」
と受け止めていただ
けたらと願っており
ます。

藤井町

～家庭の問題～

　平成１９年３月４日、第２２回中田町生涯学習会
が行われ、その中で中条・上野・小田川の３地区の
主事さんたちの協力を得て発表いたしました。学
習会の参加者およそ１５０人を前に熱のこもった
会話劇でした。参加者は年配の方が多かったので、
方言の懐かしさか、リアルな語り口のせいか、笑い
の連続でした。家庭
の問題では、とかく
保守的だといわれて
いる世代であります
が、充分耳を傾けて
考えて頂けたことと
思います。

中田町

～「男女共同参画」を
　　理解する機会づくり～

　平成１９年２月１
８日、穴山町重久分
館で、移動学習を行
い ま し た。 そ の 際、
普段馴染みのない、
また何気なくやり過
ごしてしまいがちな

「男女共同参画」につ
いて、少しでも理解を得る機会づくりにと往路、復
路で各々ビデオをとおして学習しました。皆さん
真剣なまなざしで鑑賞して、家庭はもちろんの事、
地域社会においても男女共同参画の大切さをわか
っていただくことができたのではないかと思いま
した。「何となく男女共同参画の姿が見えてきたよ
うだ」と、好評を得ることができました。

穴山町
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～みんなで考えよう　　　　　　
　清哲町の人づくり、町づくり～

　平成１９年２月１８日、清哲会館において、公民
館行事の一環として、約６０名のみなさんの参加の
もと、男女共同参画「清哲フォーラム」を開催しま
した。私たちは、家庭や地域でどういう考え方を持
ち、どういう行動をすれば男女共同参画に沿った生
き方なのか、具体的にはどういう事なのかを考え
ました。まずビデオで事例をもとに見ていただき、
北杜市小淵沢町から借用した大型紙芝居を地元有
志に声で出演していただき、地区長選出や授業参観
など具体的なケースを勉強しました。更に１時間か
けて韮崎市男女共同参画推進アドバイザー向山建
生氏の司会により、公民館長、代表区長、児童委員、
前韮崎市男女共同参
画推進委員長で現在
は山梨県男女共同参
画審議会委員の浅川
末子氏によるパネル
ディスカッションを
行いました。

清哲町

～食と農を考える共同参画～

　平成１９年３月４
日、神山町生涯学習
フェスティバルの中
で、推進委員が「食
と農を考える共同参
画」と題した講演を
行いました。最近議
論されている食育の
重要性について、ファーストフードが多用される生
活の問題点、スローフードの大切さ、そこから生ま
れる食を支える農業の現状と、団塊世代の退職問題
など、身近な生活の中から生まれる食に端を発す
る社会の様々な問題の中にあって、男女のあり方、
男女の共同についてもう一度考え、家庭、地域の活
性化に繋げていくことが大切ではないかという話
をしました。このように、異なった視点から男女共
同参画を見つめていくことも、住民の理解を深める
ことに役立つのではないかと思いました。

神山町

～男女共同参画を知ってもらう～

　多くの人が男女共
同参画という言葉さ
え知らない現状にお
いて、私達は、まず
その運動を知っても
らうことから始めま
した。文化祭での会
話劇の発表がそれで
した。文化祭での発

表となると、ただの芸能の発表になってしまう事が
ありますが、私達は会場で見ていた人々に問いかけ
て、考えて頂き、この「男女共同参画社会」という
ものが一体どんなものかを理解して頂けるように
工夫しました。しかし運動は知ってもらうだけでは
意味がありません。この運動をみなさまに知っても
らった後は、これを実践して頂ければと思います。

円野町
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～共に学ぶ男女共同参画　in 旭～

　平成１９年４月２０日、旭公民館において「男女
共同参画推進のビデオ鑑賞」を行いました。上映し
たビデオ「もっと素敵にハーモニー」には、家族、
会社、地域の中での「男女の共同参画への気づき」
が描かれており、耳慣れない「男女共同参画」とい
う言葉を身近な所から知っていただくという企画
でした。旭町婦人部の皆さんを中心に、公民館の後
援をいただくなかで、公民館長をはじめ、公民館主
事、分館長、分館主事、前男女共同参画推進委員の
方々、３３名の参加
がありました。短い
時間でのビデオ鑑賞
でしたが、気づきか
ら次へ続くステップ
となればと思ってお
ります。

旭町

～考えよう介護の問題～

　平成１８年１２月
２日、「生涯学習の
集 い と 福 祉 文 化 祭
り」において、町の
運営審議委員の協力
を得て、「考えよう
介護の問題」の会話
劇を上演しました。

会場いっぱいの参加者の眼差しは真剣でした。認知
症の家庭での介護は精神的にも肉体的にも想像以
上に厳しいものがあり、介護は人生最大の修行の場
である事、何より大事なのは家族の協力、そして地
域社会の支えの中、健康で介護できる事がこの上な
い幸せであることなど、参加者から貴重な体験を伺
う事が出来ました。

大草町

～男
ひ と

と女
ひ と

が共に力を出し合って、
　  元気な竜岡のまちをつくろう～

　
　平成１９年２月１７日、町の生涯学習のつどいの
半分を男女共同参画推進に当て、「男と女が共に力
を出し合って、元気な竜岡のまちをつくろう」をテ
ーマに、みだいスカイタウン区自作自演「共につく
ろう！自主防災会」の寸劇を、他地区の応援者と共
に演じました。
　その後、山梨県男女共同参画審議会委員の浅川
末子氏から県の進行状況について報告があり、竜

岡は先輩の歩んだ確
かな礎があったから
こそ、いま、一歩進
んだ推進のつどいが
実施できることを地
域 の み な さ ま と 共
に、確認した一日で
した。

竜岡町

やまなし男
ひと

と女
ひと

とのフォーラム
　６月は男女共同参画推進月間です。
　誰もが、家庭、地域、職場の中で、お互いにそ
の人権を尊重しながら、喜びも責任も分かち合い、
性別にかかわりなく、その個性・能力を発揮する
ことができる社会にしていきましょう。

■期間中のイベント
　「平成１９年度やまなし男（ひと）と女（ひと）
　とのフォーラム」および「山梨県男女共同参画
　推進事業者等表彰式」を開催します。

■日時
　６月８日（金）１４時～１６時３０分

■場所
　山梨県立文学館　講堂

■内容
　パフォーマンス（劇団さくらっ子、富士河口湖
　　　　　　　　　  男女共同参画推進委員会）
　山梨県男女共同参画推進事業者等表彰式
　講演 ｢ 男女共同参画社会～はじめの一歩～ ｣
　（村松真貴子さん：アナウンサー、エッセイスト）

※男女共同参画推進センターでも、記念講演会や
　映画会など様々な催しを行います。

■お問い合わせ　
　男女共同参画課　☎０５５－２２３－１３５８
                           ０５５－２２３－１３３５             
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韮企告示第１号
　地方自治法第２４３条の３並びに韮崎市
財政事情の作成および公表に関する条例に
基づき、平成１９年３月３１日現在におけ
る韮崎市の財政事情を次のとおり公表する。

平成 19 年 5 月 1 日
韮崎市長　横内　公明

　この「財政事情の公表」は、市の財政がどのように運営され、
どのような状況にあるかを市民のみなさまに広く知っていただく
ため、毎年２回広報により公表しているものです。
　今回は、平成１９年度当初予算状況のほか、平成１８年度最終
予算状況について、その概要を公表します。

予算総額　121億７，３９０万円
歳入歳出を予算別に見ると

行政サービス 367,958 円

国保医療費 272,487 円

市民税（個人） 46,046 円

市民税（法人） 1,209,247 円

固定資産税（個人） 75,983 円

固定資産税（法人） 1,560,138 円

国民健康保険税 88,643 円

軽自動車税 2,169 円

都市計画税（個人） 2,182 円

都市計画税（法人） 56,895 円

市たばこ税 5,473 円

入湯税 515 円

歳入歳出を性質別に見ると市民１人あたりの負担とサービス

※市民税・固定資産税・都市計画税における ( 法人）に
　ついては、１社あたりの額。
※固定資産税（個人）については市内１世帯あたりの額。
※国民健康保険税については被保険者１人あたりの額。
※その他については、市民１人あたりの額です。

平成１９年度当初予算状況

韮崎市の財政事情を公表します

歳入

地方特例交付金（0.4%）
4,430万円

諸　収　入（1.1%）
 1億3,427万2千円

そ　の　他（2.2%）
 2億7,392万3千円

市  　　税（41.7%）
 50億7,592万9千円

繰入金（13.2%）
 16億331万4千円

地方交付税（12.7%）
 15億4,400万円

市　債（8.1%）
 9億8,550万円

国庫支出金（8.0%）
 9億6,903万2千円

県支出金（4.6%）
 5億6,626万8千円

地方消費税交付金（2.9%）
 3億5,600万円

使用料及び手数料（2.5%）
 2億9,908万2千円

分担金及び負担金（1.4%）
 1億7,378万円

地方譲与税（1.2%）
 1億4,850万円

歳出

労　働　費（ 0.1%）1,897万8千円

予　備　費（ 0.2%）3,000万円

災害復旧費（ 0%）4千円

民　生　費（24.2%）
 29億4,711万1千円 

教　育　費（21.3%）
25億9,117万6千円 

公　債　費（12.4%）
 15億1,130万9千円

衛　生　費（11.1%）
 13億5,249万9千円 

総　務　費（10.7%）
 12億9,929万4千円 

土　木　費（9.0%）
 10億9,302万1千円

農林水産業費（5.4%）
 6億5,415万1千円

消　防　費（3.3%）
 3億9,714万3千円

議　会　費（1.4%）
 1億6,790万4千円

商　工　費（0.9%）1億1,131万円

歳出性質別

貸　付　金（ 0%）408万円

予　備　費（ 0.3%）3,000万円

災害復旧費（ 0%）4千円

普通建設事業費（20.2%）
 24億6,474万6千円 

人　件　費（17.6%）
21億4,274万9千円 

補助費等（14.0%）
 17億836万4千円

物　件　費（13.6%）
 16億5,658万3千円 

公  債  費（12.4%）
 15億1,130万9千円 

扶　助　費（10.7%）
 12億9,512万6千円

繰　出　金（9.8%）
 11億9,475万1千円

維持補修費（0.9%）
 1億1,211万2千円

積　立　金（0.5%）
 5,407万6千円
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特別会計名 予算現額
　国民健康保険 3,160,579
　老人保健 2,837,978
　簡易水道 22,100
　下水道事業 1,612,408
　介護保険 1,584,609
　介護サービス事業 16,682
　恩賜林保護財産区　（第 1 鈴嵐外 5 会計） 3,005
　青木御座石財産区 882
　甘利山財産区 9,139

会計 区　分 予算現額 資本的収支補てん財源

韮崎市立病院事業

収益的収入 2,345,947

過年度分損益勘定内部留保資金 89,734
収益的支出 2,345,947
資本的収入 77,276
資本的支出 167,010

韮崎市水道事業

収益的収入 837,931 当年度消費税および
地方消費税資本的収支調整額   

過年度分損益勘定内部留保資金     

5,716

258,634

収益的支出 837,931
資本的収入 213,480
資本的支出 477,830

（単位：千円）特別会計

企業会計

税金１，０００円の使われ方

（単位：千円）

民生費（福祉のため）

公債費（借入金返済のため）

教育費（義務教育や社会教育のため）

衛生費（環境や健康のため）

総務費（戸籍や市民バスのため）

土木費（道路や公園のため）

農林水産業費（農林業のため）

消防費（消防や防災のため）

議会費（議会運営のため）

商工費（観光や商工業のため）

労働費（勤労者のため）

予備費

0 50 100 150 200 250

２０８円

１６３円

１５９円

１４６円

１１７円

８７円

４２円

４２円

１９円

１２円

２円

３円

（円）
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　市税収入は、平成１６年度まで横ばい傾向でしたが、平成１７年度より上昇しています。
　地方交付税については、平成１９年度予算においては約５億１千万円の減を見込んでいますが、
算定方法の変更など制度自体が不透明なため、先行きは不透明です。

会計名 最終予算現額 支出済額 差引額
一般会計 13,013,399 11,097,315 1,916,084
特別会計 8,797,116 8,475,200 321,916

内　
　

訳

国民健康保険 3,030,369 2,826,860 203,509
老人保健 2,717,819 2,676,440 41,379
簡易水道 23,708 23,131 577
下水道事業 1,510,794 1,494,815 15,979
介護保険 1,479,127 1,423,351 55,776
介護サービス事業 19,079 17,978 1,101
恩賜林保護財産区（第１鈴嵐外５会計） 3,679 1,399 2,280
青木御座石財産区 4,097 3,909 188
甘利山財産区 8,444 7,317 1,127

合　　計 21,810,515 19,572,515 2,238,000

一般会計および特別会計

企業会計

（単位：千円）

（単位：千円）

会計 区分 予算現額 執行済額 資本的支出等補てん財源 業務量

病
院
事
業

韮
崎
市
立

収益的収入 2,402,927 2,138,122 過年度分損益勘定留保資金　
　
当年度消費税および 
地方消費税資本的収支調整額

81,794

65

延患者数
入院（医療）
入院（介護）
外来

145,414 人
50,321 人
8,219 人

86,874 人

収益的支出 2,402,927 2,309,544
資本的収入 73,449 74,374
資本的支出 173,565 156,233

現債額          1,570,013

水
道
事
業

韮 

崎 

市

収益的収入 862,683 846,149 過年度分損益勘定留保資金 

当年度消費税および 
地方消費税資本的収支調整額 

186,210

10,387

配水量
有収水量
給水戸数
給水人口

4,387,280 ㎥
3,604,783 ㎥

11,019 戸
28,802 人

収益的支出 862,683 842,159
資本的収入 196,268 194,409
資本的支出 448,026 391,006

現債額 3,443,267

平成１8年度最終予算状況

交付税および地方税歳入の経緯

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(億)

14 年度 15年度 16年度 17年度 18年度（見込） 19年度（予算）

24億9,333万7千円

31億6,637万2千円

47億6,559万4千円

6億7,303万5千円

14億2,889万5千円

20億5,901万9千円

50億2,349万3千円

6億3,012万4千円

9億6,400万円

15億4,400万円

50億7,592万9千円

5億8,000万円22億7,286万円

39億9,715万6千円

7億1,204万6千円

29億8,490万6千円

22億5,111万円

30億4,812万4千円

39億7,421万7千円

7億9,701万4千円

17億5,302万5千円

26億941万5千円

41億4,809万9千円

8億5,639万円

特別交付税 普通交付税市税
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　地方債の現在高は、横ばい傾
向にありますが、下水道事業債
は依然増加しています。
　地方債は借金でありますの
で、今後も地方債現在高につい
ては、より一層の注意が必要と
なりそうです。

地方債現在高状況

目的別市債の現在高状況

韮
崎
市
職
員
（
看
護
師
）
を
募
集
し
ま
す

採
用
職
種

　

看
護
師
（
中
級
）
４
名

■
資
格
要
件

　

昭
和
42
年
９
月
１
日
以
降
に

　

生
ま
れ
た
者
（
採
用
時
40
歳

　

以
下
）
で
、
看
護
師
資
格
を

　

有
す
る
者

■
採
用
予
定
日

　

平
成
19
年
９
月
１
日

採
用
試
験

■
日
時

　

１
次
試
験 

７
月
14
日
（
土
）

※
午
前
８
時
か
ら
受
付

■
会
場

　

韮
崎
市
立
病
院
３
階
会
議
室

■
内
容

　

教
養
試
験
・
適
性
検
査
・

　

作
文

受
験
申
込
等

　

政
策
秘
書
課
政
策
人
事
担
当

　

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
代
理
人
・
郵
送
も
可
能
で
す
。

韮崎市における地方債状況

0

50

100

150

200

250

300

（億）

14年度
261億円

15年度
275億円

16年度
280億円

17年度
277億円

18年度（見込）
276億円

19年度（予定）
275億円

14億

69億

42億

136億

17億

78億

40億

140億

18億

83億

38億

141億

17億

87億

37億

136億

16億

90億

35億

135億

14億

95億

33億

133億
病　　院
下 水 道
水　　道
一般会計

農林水産業債（3%） 
  9億1,616万7千円

土木債（10%） 
26億3,053万4千円

消防債（1%） 2億2,284万2千円
教育債（9%）
24億4,926万5千円

災害復旧債（0%）
5,316万円

減税補てん債（3%）
9億8,581万6千円

臨時税収補てん債（1%）
1億5,178万9千円

臨時財政対策債（9%）
23億5,870万3千円

総務債（0%） 1億727万3千円 民生債（1%） 3億6,820万円

衛生債（12%） 
32億4,414万8千円一般会計債（49％）

134億8,789万7千円

下水道債（33％）
90億5,911万6千円

病院債（5%）
15億7,001万3千円

水道債（13%）
35億821万6千円

■
必
要
書
類

①
採
用
試
験
受
験
申
込
書

※
政
策
人
事
担
当
で
配
布
。

（
市
Ｈ
Ｐ
で
も
入
手
で
き
ま
す
）

※
郵
便
請
求
に
は
返
信
用
封
筒

　

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

②
最
終
学
校
卒
業
証
明
書（
写
）

③
免
許
・
資
格
証
明
書
（
写
）

■
申
込
受
付
期
間　

　

６
月
１
日（
金
）～
25
日（
月
）

　

８
時
30
分
～
17
時
30
分　
　

　

（
土
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。）

■
お
問
い
合
わ
せ

　

政
策
秘
書
課
政
策
人
事
担
当

　
　

（
内
線
３
２
５
・
３
２
６
）
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集落名 協定認定日
協定参加者数

交付金総額
協定用地面積

農業者 その他 田 傾斜等
三ツ澤

H17.9.30

128 人 8 人 2,421,804 円 144,155 ㎡ 

1/2

三之蔵 15 人 806,047 円 47,979 ㎡
日之城 37 人 42 人 99,475 円 59,189 ㎡
折居 45 人 8 人 1,692,986 円 100,773 ㎡ 
御杉 30 人 4 人 1,309,594 円 77,952 ㎡ 
武田 40 人 1,747,200 円 104,000 ㎡
鍋山 22 人 2,477,176 円 147,451 ㎡

北宮地 H18.6.30 22 人 23 人 2,173,500 円 129,375 ㎡
計 317 人 62 人 12,727,782 円 810,874 ㎡ 

私たちが選ぶ「韮崎百選」

　韮崎市では、「魅力・再構築プラン」として、市が誇れる自然、史跡、
商工農産物などを広く市民のみなさんから推薦いただき、「韮崎ブランド」
として、観光資源を全国に訴求したいと考えています。
　現在知名度のあるもの、また、すばらしさが埋もれている資源、五感
（視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚）にうったえるものを掘り起こし、本市
を全国に紹介する「韮崎百選」を７月の広報にて募集します。今から写真、
地図などをご用意しておいて下さい。

■お問い合わせ　商工観光課観光担当（内線２２９・２３０）

　

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付

金
実
施
要
領
第
12
及
び
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
交
付
金
実
施
要
領

の
運
用
第
17
に
基
づ
き
、
平
成
18

年
度
韮
崎
市
中
山
間
地
域
等
直
接

支
払
交
付
金
集
落
協
定
の
概
要
及

び
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
公
表
し
ま
す
。

■
集
落
協
定
の
実
施
内
容
等

　

農
業
生
産
活
動

　

◇
農
用
地
に
関
す
る
事
項

　
　

①
適
正
な
農
業
生
産
活
動

　
　

②
農
地
法
面
の
点
検

　

◇
水
路
・
農
道
等
の
管
理

　
　

①
水
路
管
理

　
　

②
農
道
管
理

　

多
面
的
機
能
を
増
進
す
る
活
動

　
　

①
景
観
作
物
作
付
け

　
　

②
堆
き
ゅ
う
肥
の
施
肥

　

生
産
性
・
収
益
性
の
向
上
、

　

担
い
手
の
定
着
等
に
関
す
る

　

活
動

　
　

①
農
作
業
の
受
委
託
推
進

　
　

②
農
地
の
面
的
集
積
の
促
進

　
　

③
稲
作
と
果
樹
の
複
合
経
営

　
　
　

の
実
現

■
お
問
い
合
わ
せ

　

農
林
課
農
林
振
興
担
当

 
　
　

  

（
内
線
２
２
３
）

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金

　
　
　
　
　
　
　

概
要
及
び
実
施
状
況
（
平
成
19
年
６
月
１
日
）

７月に募集します
“おらが地

ま ち

域の優れモノ発掘！”



対
象
と
な
る
農
地

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
基
づ

く
農
用
地
区
域
内
の
遊
休
農
地
等

賃
借
権
の
要
件

次
の
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

◇
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に

　

規
定
す
る
利
用
権
（
賃
借
権
に

　

限
る
）
の
新
規
設
定
ま
た
は
農

　

地
法
第
３
条
に
規
定
す
る
賃
借

　

権
の
新
規
設
定

13

平成19年度農作業雇用労賃・
小作料標準額が決定しました
　韮崎市農業委員会では、４月２５日開催の委員
会で次のとおり平成１９年度の農作業雇用労賃お
よび小作料の標準額を決定いたしました。

■お問い合わせ　
　韮崎市農業委員会　（内線２２６）

農地等の区分 標準額 備　考

水
田
の
部

圃場整備区域 18,000 円 堰費耕作者負担

徳島堰区域 16,000 円 堰費耕作者負担

朝穂堰区域 14,000 円 堰費耕作者負担

その他の区域 17,000 円

畑
の
部

ブドウ 20,000 円 デラウェア－成園

桃　 20,000 円 白鳳成園

リンゴ 20,000 円 つがる成園

普通畑 4,000 円

平成１９年度農作業雇用労賃【標準額】（１０ａ当り：乾燥籾摺り・一般農作業以外）

平成１９年度標準小作料（１０a 当り）

区　分 作　業　内　容 標準額

耕耘請渡 耕起１回で植付け可能な田を標準とする 8,000 円

耕耘請渡 水稲刈取り後、耕起しない田を植付け可能に耕起する 12,000 円

機械田植え 燃料・技術者付き 8,000 円

稲刈り（バインダー）燃料・技術者付き（ヒモ代別） 8,000 円

脱穀機賃金 燃料・技術者付き（自　脱） 8,500 円

コンバイン作業労賃 刈取り脱穀（ヒモ代別）　 燃料・技術者付き 16,500 円

乾燥・籾摺り

（６０ｋｇ当り）

（米） 乾燥 1,200 円

（麦） 乾燥 1,400 円

籾摺り 600 円

一般農作業 １日（８時間） 7,200 円

◇
賃
借
権
設
定
期
間
が
５
年
以
上

◇
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

　

20
年
３
月
31
日
ま
で
の
賃
借
権

　

の
設
定
面
積
が
５
ａ
以
上

交
付
金
額

◇
遊
休
農
地

　

過
去
１
年
以
上
、
作
物
を
栽
培

　

し
て
い
な
い
が
、
多
少
手
を
加

　

え
れ
ば
耕
地
に
な
る
可
能
性
の

　

あ
る
農
地

　

（
10
ａ
当
た
り　

２
万
円
）

遊
休
農
地
等
利
用
促
進
補
助
金
制
度

元
気
な
農
地
の
再
生
へ

◇
荒
廃
農
地

　

多
年
生
雑
草
や
潅
木
が
繁
茂
し
、

　

通
常
の
農
業
用
機
械
で
は
耕
起

　

が
不
可
能
な
農
地
（
田
・
畑
）
や
、

　

改
植
を
行
わ
な
け
れ
ば
通
常
の

　

作
物
栽
培
が
で
き
な
い
状
態
の

　

農
地
（
樹
園
地
）

（
10
ａ
当
た
り　

５
万
円
）

補
助
金
の
申
請
手
続

　

農
業
委
員
会
で
遊
休
農
地
等
の

　

賃
借
権
を
新
規
に
設
定
し
た
後
、

　

・
補
助
金
交
付
申
請
書

　

・
位
置
図

　

・
農
用
地
利
用
計
画
書
写
し

　

・
現
況
写
真

　

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
が
現
地
調
査
、
書
類
審
査
後

　

に
交
付
の
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

注
意
事
項

※
交
付
決
定
が
通
知
さ
れ
る
ま
で
、

　

遊
休
農
地
等
に
手
を
加
え
な
い

　

で
く
だ
さ
い
。

※
申
請
し
た
農
地
を
賃
借
権
の
設

　

定
期
間
内
に
、
遊
休
農
地
等
に

　

戻
し
た
場
合
は
、
交
付
さ
れ
た

　

補
助
金
を
返
却
し
て
い
た
だ
く

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

農
林
課
農
林
振
興
担
当

 

　
　
　
　

（
内
線
２
２
４
）

　

韮
崎
市
で
は
、
近
年
増
加
す
る
遊
休
農
地
抑
制
の
た
め
、

遊
休
農
地
等
に
つ
い
て
新
規
に
農
地
の
賃
借
権
を
新
設
し
、

規
模
拡
大
を
目
指
す
農
業
者
（
借
り
手
）
の
み
な
さ
ん
に

補
助
金
を
交
付
す
る
制
度
を
新
設
し
ま
し
た
。

　市では、有機農産物の栽培促進
等を目的とし、「韮崎市有機農業
普及促進補助要綱」を策定しまし
た。これにより、家畜排せつ物肥
料購入に関して補助を受けられま
す。詳細は表をご覧ください。

対象者 市内在住で、補助要件に該当する農家

補助要件

○梨北農協が家畜排泄物を原料として
　製造販売したもの（土の里） 
○１年度の購入量が４８０ｋｇ以上で
　あること

補助金
購入経費の４分の１以内とする

（千円未満は切捨て） 

申請方法
補助申請は梨北農業協同組合の組合長
が行うため、購入農家の方は梨北農協
に委任状を提出してください

有機農業普及促進補助

■お問い合わせ
　農林課農林振興担当

　　　　　　　　（内線２２４）
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な
ぜ
所
得
税
と
住
民
税
の

　

変
更
時
期
が
違
う
の
で
す
か
？

　

所
得
税
と
住
民
税
で
は
、
１
年
間
の

課
税
サ
イ
ク
ル
が
異
な
る
た
め
、
税
額

が
変
動
す
る
時
期
が
異
な
り
ま
す
。
所

得
税
は
１
月
か
ら
12
月
ま
で
、
住
民
税

は
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
課
税
サ

イ
ク
ル
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
給
与
所
得
者
、
年
金
受
給
者
、

事
業
所
得
者
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象

所
得
に
よ
っ
て
、
所
得
税
・
住
民
税
が

変
動
す
る
時
期
が
異
な
り
ま
す
。

◇
給
与
所
得
者

　

ほ
と
ん
ど
の
方
は
、
１
月
か
ら
所
得

　

税
が
減
っ
て
お
り
、
６
月
か
ら
住
民

　

税
が
増
え
ま
す
。

◇
年
金
受
給
者

　

２
月
の
支
給
分
か
ら
所
得
税
が
減
っ

　

て
お
り
、
６
月
か
ら
住
民
税
が
増
え

　

ま
す
。

◇
事
業
所
得
者

　

多
く
の
方
に
つ
い
て
は
、
６
月
か
ら

　

住
民
税
が
増
え
、
来
年
２
月
の
確
定

　

申
告
の
際
に
、
納
め
る
所
得
税
が
減

　

り
ま
す
。

※
一
部
の
高
額
所
得
者
に
つ
い
て
は
、

　

こ
れ
ら
と
は
逆
に
、
所
得
税
が
増
え
、

　

住
民
税
が
減

　

り
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の

　

非
課
税
措
置

　

の
廃
止

 

（
昨
年
度
か
ら
）

　

合
計
所
得
の

　

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
で
、
平
成

　

17
年
１
月
１
日
現
在
、
65
歳
以
上
で

　

あ
っ
た
方
に
は
、
経
過
措
置
が
適
用

　

さ
れ
ま
す
。

　

ど
う
し
て
所
得
税
と
住
民
税
の

　

納
税
額
が
変
わ
る
の
で
す
か
？

　

平
成
19
年
よ
り
三
位
一
体
改
革
の
一

環
と
し
て
、
所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
３

兆
円
の
税
源
が
移
譲
さ
れ
ま
す
。「
地
方

に
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
」
と
い
う
趣

旨
で
、
地
方
の
権
限
や
責
任
を
拡
大
す

る
の
に
あ
わ
せ
て
、
国
か
ら
地
方
へ
税

源
が
移
し
替
え
ら
れ
る
も

の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、国
税
（
所

得
税
）
が
減
っ
た
分
、
地

方
税
（
住
民
税
）
が
増
え

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
は

変
わ
り
ま
す
が
、
両
方
の

額
を
合
わ
せ
た
税
負
担
が

変
わ
る
こ
と
は
基
本
的
に

あ
り
ま
せ
ん
。

　

税
率
な
ど
は

　

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
す
か
？

　

今
ま
で
課
税
所

得
の
額
に
よ
っ
て

４
段
階
に
税
率
が

分
け
ら
れ
て
い
た

所
得
税
は
、
６
段

階
に
細
分
化
さ
れ

ま
し
た
。
住
民
税
に
つ
い
て
は
、
３
段

階
か
ら
所
得
の
多
い
少
な
い
に
関
わ
ら

ず
一
律
10
％
と
な
り
ま
し
た
。

（
下
図
参
照
）

　

住
民
税
が
増
え
て
も
所
得
税
が
減
る

た
め
、
所
得
税
と
住
民
税
の
合
算
の
税

率
、
税
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
景
気
浮
揚
策
と
し
て
平
成

11
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
定
率
減
税

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
で
税
額
の
10
％

相
当
額
の
控
除
（
12
万
5
千
円
を
限
度
）

が
平
成
19
年
１
月
分
か
ら
、
住
民
税
で

は
税
額
の
７
・
５
％
相
当
額
の
控
除
（
２

万
円
を
限
度
）
が
６
月
分
か
ら
廃
止
と

な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
分
に
つ
い
て

は
、
税
源
移
譲
と
は
別
に
、
負
担
が
増

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
な
た
の
所
得
税
＆
住
民
税
（
市
・
県
民
税
）

　

国
（
所
得
税
）
か
ら
地
方
（
住
民
税
）
へ
の
税

源
移
譲
に
よ
っ
て
、
今
年
か
ら
み
な
さ
ん
の
納

税
額
が
変
わ
り
ま
す
。
多
く
の
方
は
既
に
平
成
19

年
１
月
か
ら
所
得
税
が
減
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

代
わ
り
に
、
こ
の
６
月
か
ら
住
民
税
が
増
え
ま
す
。

所
得
税
と
住
民
税
を
合
わ
せ
た
１
年
間
の
税
負
担

は
基
本
的
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

＊〈　〉内は住民税、それ以外は所得税の課税所得です。
   〈　〉内の課税所得を、所得税の課税所得に読みかえる場合は、それぞれマイナス５万円して下さい。

３兆円

住民税所得税

大
き
く
変
わ
り
ま
す

＊0 195330 695900 1800 万円

（課税所得金額）
0〈200〉 330 1800 万円〈700〉 900

（課税所得金額）

所得税

市民税

県民税

4％

6％

20％

5％
10％

23％

33％

15％
20％

30％ 33％

43％

50％

40％

2％
3％

8％ 10％

3％

10％

10％

20％
20％

30％

15％
20％

30％
33％

43％

50％

37％

※一番上の数字が所得税と
　住民税の合算の税率です。

＊
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平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、

65
歳
以
上
の
方
で
、
合
計
所

得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下

の
方
は
、
平
成
17
年
度
ま

で
住
民
税
が
非
課
税
で
し
た
が
、
年
齢

に
関
わ
ら
ず
公
平
に
負
担
を
分
か
ち
合

う
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
措
置
が
平

成
18
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
、
現
役
世
代

と
同
様
の
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
急
激
な
税
負
担
を
緩
和
す
る

た
め
の
経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
軽
減
額
に
つ
い
て
は
、
下
表
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
経
過
措
置
の
対
象
に
な

る
方
に
課
税
さ
れ
て
い
る
今
年
度
の
住

民
税
均
等
割
は
、
２
６
０
０
円
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
担
当

（
内
線
１
５
３
～
１
５
５
）

私
は
課
税
所
得
が
２
０
０
万

円
で
す
が
、
住
民
税
額
が
昨

年
の
２
倍
程
度
に
な
っ
て
い

る
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

住
民
税
の
課
税
所
得
が
２
０

０
万
円
ま
で
の
方
は
、
住
民

税
の
税
率
が
５
％
か
ら
10
％

に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
住
民

税
が
増
え
た
分
、
所
得
税
が
10
％
か
ら

５
％
に
減
っ
て
お
り
、
所
得
税
と
住
民

税
の
扶
養
控
除
額
等
に
は
差
が
あ
り
ま

す
が
税
源
移
譲
に
よ
る
増
税
に
な
ら
な

い
よ
う
対
応
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
私
は
昨
年
と
比
べ
て

も
課
税
所
得
が
変
わ
っ
て
い

な
い
の
に
、
住
民
税
と
所
得

税
を
足
し
た
金
額
が
増
え
て

い
る
よ
う
な
の
で
す
が
・
・
・

そ
れ
は
定
率
減
税
が
廃
止
さ

れ
た
か
ら
で
す
。

定
率
減
税
と
は
税
額
を
計
算

し
て
か
ら
直
接
差
し
引
か
れ

る
減
税
で
し
た
が
、
国
の
税
制
改
正
大

綱
に
よ
り
、
平
成
18
年
度
分
を
も
ち
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
住
民
税
に
つ
い
て
は
、

税
額
の
７
・
５
％
相
当
額
（
２
万
円
を

限
度
）
の
控
除
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、

税
額
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

定
率
減
税
を
除
い
た
税
負
担

は
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

課
税
所
得
が
２
０
０
万
円
を

超
え
る
人
の
場
合
は
？

住
民
税
の
課
税
所
得
で
２
０

０
万
円
ま
で
の
税
率
が
、
前

述
の
と
お
り
５
％
か
ら
10
％

に
変
わ
っ
た
の
で
、
約
10
万

円
住
民
税
が
増
え
て
、
所
得
税
が
減
っ

て
い
ま
す
。
２
０
０
万
円
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
は
７
０
０
万
円
ま
で
の
住

民
税
税
率
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
収
入
は
年
金
だ
け
な
ん

で
す
が
、
今
年
の
住
民
税
が

昨
年
の
倍
の
金
額
に
な
っ
て

い
ま
す
。

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

の
う
ち
、
所
得
税
・
住
民
税

を
納
め
る
必
要
の
あ
る
方
に

つ
い
て
は
、
支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
が
、

２
月
支
給
分
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
所
得
税
と
住
民
税
を
合
計
し
た

額
と
し
て
は
、
昨
年
ま
で
と
同
じ
税
率

で
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
高
齢
（
68
歳
）
で
年
金

収
入
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

昨
年
か
ら
住
民
税
の
均
等
割

が
課
税
に
な
り
ま
し
た
。
も
ら
っ
て
い

る
年
金
額
は
同
じ
な
の
に
、
昨
年
よ
り

住
民
税
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

私
の
住
民
税
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い

１８年度
※経過措置による軽減あり

（税額の３分の２）

１９年度
※経過措置による軽減あり

（税額の３分の１）

２０年度以降 全額負担

１７年度まで 非課税

◎合計所得金額が 125 万円以下の方の課税

※平成１７年１月１日現在、６５歳以上の方が対象

　　　　　
国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験

■採用職種
　国家公務員Ⅲ種税務職員（高校卒業程度）

■受験資格
　昭和６１年４月２日～平成２年４月１日生まれの者

■採用試験
　９月９日（日）１次試験（教養、適性、作文）

■受験申込書の交付
　５月１４日（月）～７月３日（火）
　最寄の税務署にて（土・日曜日は除く）

■受験申込書の提出
　６月２６日（火）～７月３日（火）
　できる限り郵送（配達記録）でお願いします
　※７月３日通信日付印有効
　※持参する場合の受付は９時～１７時です

■提出場所
　人事院関東事務局
　〒３３０－９７１２
　埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

■お問い合わせ
　甲府税務署　総務課
　☎０５５－２３３－３１１１（内線３１２）
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広報では、武田の里にらさきで行われる行事や、

あなたの身の回りの話題を募集しています。

市役所企画財政課企画推進担当

☎ 22‐1111（内線 356）までご連絡ください。

　
　５月１３日、武田八幡宮など、武田氏と関係深い場所や地域の石造物など
をめぐる、ふるさと歴史再発見「武田発祥の地ウォーク」が開催されました。
　約６０名が参加したこの日のウォークの目玉は、昔の情報伝達手段であっ
た烽火台のあるムク台への登山。白山城を経由しての山登りの道中は、みな
さん少々きつそうでしたが、頂上から望むいにしえの眺めを楽しみながら食
べたお弁当に大満足の様子でした。
　次回の「ふるさと歴史再発見ウォーク」は７月開催予定です。お楽しみに！

　４月１９日、６年間行政相談員
をされた石川公村さんへの感謝状
贈呈式が、後任の中島祥郎さん同
席のもと行われました。
　行政相談員は、住民の方からの
行政に関する意見、要望、疑問や
苦情などの相談に応じて、関係機
関への連絡や問題解決のお手伝い
をする、みなさんと行政とのパイ
プ役です。どこに尋ねたらいいの
か分からない身近な問題など、お
気軽にご相談ください。

昭和町より参加の赤池さん一家

　最初は恥ずかしくて
大きな声が出せなかっ
たけど、かんばって呼び
かけました。
　未成年の飲酒は心身
への影響も大きいし、絶
対にダメだって友達に
も言います。

「お酒は２０歳になって
から！！」

前田由貴さん　　清水香里さん

　心身に悪影響を及ぼし、非行の入口と
指摘されている青少年の飲酒を防止する
ため、未成年者や地域住民の方に広く伝
えようと、４月２０日の朝、韮崎駅前で、

「未成年者飲酒防止キャンペーン」が実
施されました。
　当日は、韮崎高校３年生も参加して、
自分たちと同じ学生をはじめ、大勢の方
に、チラシを配ったり、大きな声で未成
年の飲酒の危険性や、飲酒防止をを呼び
かけていました。

「ＳＴＯＰ！ 未成年者飲酒」

「モクモクと登るムク台の烽
の ろ し

火台」

石川公村さん　　　　 中島祥郎さん

「身近な問題、よろずご相談を」

　武田八幡宮などの史跡を
めぐり、解説を聞きながら
歩けるということで参加し
ました。新緑のいい季節の
ウォーキングで、小２の息
子も頂上まで一緒に登った
ムク台からの眺めは爽快で
した。韮崎の歴史も勉強で
き、家族で楽しめました。
また機会があれば参加した
いです。



　毎月第３日曜日の朝、本町の金山歯科医院駐車場にて開
催されている「にらさき朝市」。その一角で、使用済み天ぷ
ら油をディーゼル車の燃料として再利用するための廃油回
収が５月２０日行われました。
　山梨県で排出される二酸化炭素の約４割は、車の排出ガ
スといわれています。地球温暖化の原因となる二酸化炭素
の削減のために、天ぷら油で車を走らせる運動に、身近な
ところから協力してみませんか？　廃油回収は６月、７月
の朝市でも行われます。

（廃油回収の詳細は、広報にらさき５月号の「くらしの情報」にも掲載されています）
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「天ぷら油で車が走る」

「世界にひとつのネームプレート」
　

「
食
べ
た
ら
、
自
分
で
歯
磨
き
し

て
る
も
ん
。」（
夏
実
ち
ゃ
ん
）

　

お
菓
子
が
大
好
き
な
夏
実
ち
ゃ

ん
。
食
べ
た
あ
と
は
、
い
つ
も
の

お
気
に
入
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

歯
ブ
ラ
シ
と
コ
ッ
プ
を
持
っ
て
、

歯
磨
き
し
て
い
ま
す
。

　

自
分
で
の
歯
磨
き
が
終
わ
る
と
、

お
母
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
。
や
っ
ぱ

り
最
後
は
お
母
さ
ん
の
出
番
で
す
。

歯
ブ
ラ
シ
を
渡
し
、
大
き
な
口
を

開
け
て
、
丁
寧
に
仕
上
げ
の
歯
磨

き
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　

「
小
さ
い
頃
は
嫌
が
っ
て
い
ま
し

た
が
、
今
で
は
自
分
で
歯
磨
き
し

て
く
れ
て
助
か
り
ま
す
。
で
も
虫

歯
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
仕
上
げ

で
磨
い
て
あ
げ
て
ま
す
。
い
つ
ま

で
も
自
分
の
歯
で
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
、
食
べ
た
ら
歯
磨
き
を
す
る

習
慣
を
つ
け
て
、
元
気
に
育
っ
て

ほ
し
い
で
す
。」（
香
さ
ん
）

虫
歯
に
な
ん
て
、
な
ら
な
い
よ
!!

【今月の表紙】金丸香さん、夏実ちゃん

　いつまでも自分の歯で食事や会話を楽しめ
たらいいですね。
　６月４日は「虫歯予防デー」、４日から１０
日までの一週間は「歯の衛生週間」です。
　健康な身体をつくるためにも、その元気の
源となる歯を大切にしましょう。

☆歯磨きの習慣をつくり、歯、口腔を常に清
　潔に保ちましょう。
☆甘い飲食物の摂取頻度をできるだけ少なく
　しましょう。
☆年に数回は定期検診を受け、虫歯の早期発
　見、早期治療に努めましょう。

　また、市では韮崎市歯科医師会との共催で、
「歯の健康無料相談」を次のとおり行います。

■日時　６月３日（日）１０時～１５時
■場所　フジミモール駐車場特設会場
■お問い合せ　保健課健康増進担当
　☎２３‐４３１０　 ２３‐４３１６

一生自分の歯で食べよう

　山に木を植えることで、自然を大切にする心を養い、ふ
るさとの山に誇りを持ってもらおうと、５月１３日に韮崎
青年会議所主催の「にらさき子ども未来塾」が甘利山で開
催されました。第１回のこの日は、親子で一緒にハイキン
グをしたあと、６月のツツジの植樹に向け、木に吊るすネー
ムプレートを作成しました。思いおもいの色を使って名前
や絵を描いた自慢のプレートが完成すると、「早くツツジを
植えたいな」と、甘利山の未来に心を弾ませていました。



　　

小
学
校
修
了
前
の
児
童
（
平
成

７
年
４
月
２
日
以
降
の
誕
生
）
を

養
育
し
て
い
る
方
で
、
前
年
所
得

が
限
度
額
未
満
の
場
合
に
、
請
求

月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
制
限
に
よ
り
、
昨
年
度
は

認
定
に
な
ら
な
か
っ
た
方
も
、
新

た
に
該
当
に
な
る
場
合
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
３
歳
未
満　
　

 

（
月
額
１
万
円
）

◇
３
歳
以
上

　

第
１
・
２
子　

 

（
月
額
５
千
円
）

　

第
３
子
以
降　

 

（
月
額
１
万
円
）

■
現
況
届
の
提
出

　

現
在
、
手
当
を
受
給
中
の
方
に

　

は
、
６
月
に
「
現
況
届
」
を
送

　

付
し
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

　

支
給
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の

　

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

※
手
当
は
年
３
回
（
６
月
・
10
月
・

　

２
月
の
各
10
日
）、
前
月
分
ま

　

で
の
合
計
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
公
務
員
の
方
の
児
童
手
当
に
つ

　

い
て
は
、
勤
務
先
で
ご
確
認
く

　

だ
さ
い
。

　

父
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る
18

歳
未
満
の
児
童
（
身
体
・
精
神
に

障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳
未
満
）

を
監
護
し
て
い
る
母
な
ど
、
次
に

該
当
す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
所

得
制
限
等
、
受
給
要
件
が
あ
り
、

公
的
年
金
の
受
給
者
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

■
対
象
児
童

　

・
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

　

・
父
が
死
亡
し
た
児
童

　
　

（
遺
族
年
金
受
給
者
は
除
く
）

　

・
父
が
政
令
で
定
め
る
一
定
の

　
　

障
害
状
態
に
あ
る
児
童

　

・
父
の
生
死
が
不
明
な
児
童

　

・
父
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上

　
　

遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

　

・
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘

　
　

禁
さ
れ
て
い
る
児
童

　

・
未
婚
の
母
の
子

※
児
童
が
公
的
年
金
を
受
給
で
き

　

る
場
合
、
児
童
福
祉
施
設
・
里

　

親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
場
合
、

　

母
の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も
含

　

む
）
に
養
育
さ
れ
て
い
る
場
合

　

等
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
そ
の
他

※
手
当
は
年
３
回
（
４
月
・
８
月
・

　

12
月
の
各
11
日
）、
前
月
分
ま

　

で
の
合
計
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当

　
　
　
　
　
　

（
内
線
１
７
４
）

　　

在
宅
の
心
身
障
害
児
（
20
歳
未

満
）
で
、
次
の
障
害
程
度
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

◇
１
級　

身
体
障
害
者
手
帳
１
～

　
　
　
　

２
級
／
療
育
手
帳
Ａ

（
月
額
５
万
７
５
０
円
）
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「小型ガス瞬間湯沸器」は
空気の入れ換えに注意！！

　換気を行わず小型ガス瞬間

湯沸器を使用し、死亡に至る

事故が発生しています。

　使用するときは、必ず窓を

開けるか、換気扇を回して一

酸化炭素中毒を防ぎましょう。

◇
２
級　

身
体
障
害
者
手
帳
３
～

　
　
　
　

４
級
の
一
部
／
療
育
手

　
　
　
　

帳
Ｂ
ー
１

　
　
　
　

同
程
度
の
精
神
障
害

（
月
額
３
万
３
８
０
０
円
）

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
著
し
く
重

度
で
永
続
す
る
障
害
が
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を

要
す
る
在
宅
の
20
歳
以
上
の
心
身

障
害
者
で
、
重
度
の
障
害
が
重
複

さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

（
月
額
２
万
６
４
４
０
円
）

　

重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
要

す
る
在
宅
の
20
歳
未
満
の
心
身
障

害
児
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
月
額
１
万
４
３
８
０
円
）

　生活の一部として、あたり
まえのように使われている
水道水は、浄水場できれいに
され、水道管を通して各家庭
に届けられます。
　安全でおいしい水を絶や
すことなく送るために、多く
の人が影でそれを支えてい
ますが、最近では、地震等の
災害に強い水道づくりも必
要となってきています。
　６月１日から７日までは、

「水道週間」――。普段は気
にかけることの少ない水道
の大切さについて、この機会
に考えてみてください。
■お問い合わせ
　上下水道課水道管理担当
　　　（内線６１６・６１７）

水道がうるおす
日々の健やかさ

児
童
扶
養
手
当

児
童
手
当

特
別
障
害
者
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当



　

車
椅
子
や
ベ
ッ
ド
を
選
び
た
い
、

お
風
呂
場
に
手
す
り
を
取
り
付
け

た
い
な
ど
、
身
体
状
況
や
生
活
環

境
・
介
護
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、

福
祉
用
具
の
選

択
や
住
宅
の
改

修
等
、
専
門
的

な
情
報
提
供
や

相
談
対
応
を
行

い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

　

毎
月
第
２
・
４
水
曜
日

　
　
　

第
２
土
曜
日

　
　
　

14
時
～
16
時

※
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す

■
場
所　

　

県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

介
護
機
器
展
示
室

■
相
談
員

　

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

　

建
築
士
の
い
ず
れ
か
が
相
談
を

　

お
受
け
し
ま
す

■
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
ー
２
５
４
ー
８
６
８
０

０
５
５
ー
２
５
４
ー
８
６
９
０

　

次
に
該
当
す
る
障
害
程
度
で
、

在
宅
の
心
身
障
害
児
（
18
歳
未
満
）

を
養
育
さ
れ
て
い
る
保
護
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

　　

◇
身
体
障
害
者
手
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
～
３
級

　

◇
療
育
手
帳
A
～
B
ー
１

（
月
額
４
０
０
０
円
）

■
所
得
状
況
届
の
提
出

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障

　

害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

　

を
受
給
し
て
い
る
方
に
は
、
７

　

月
下
旬
に
「
所
得
状
況
届
」
を

　

送
付
し
ま
す
。

※
期
限
内
に
「
所
得
状
況
届
」
の

　

提
出
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、

　

８
月
以
降
の
手
当
が
差
し
止
め

　

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で

　

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児

　

福
祉
手
当
に
つ
い
て
は
、
障
害

　

を
支
給
事
由
と
し
て
年
金
を
受

　

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、

　

受
給
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
担
当

（
内
線
１
７
６
）

　

登
記
、
戸
籍
、
供
託
、
訟
務
、

人
権
擁
護
、
成
年
後
見
登
記
な
ど

に
つ
い
て
の
疑
問
に
、
法
務
局
の

職
員
、
公
証
人
が
お
答
え
し
ま
す
。

　

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
、
事
前
予

約
な
ど
の
手
続
き
も
不
要
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
内
容

　

◇
土
地
や
建
物
、
会
社
の
登
記

　

◇
相
続
や
遺
言

　

◇
そ
の
他
、
法
務
局
の
業
務
に

　
　

関
す
る
こ
と

■
日
時

　

６
月
17
日
（
日
）

　

９
時
～
15
時
30
分

■
場
所

　

甲
府
地
方
法
務
局
４
階
会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ

　

甲
府
地
方
法
務
局

☎
０
５
５
ー
２
５
２
ー
７
１
５
３
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◆市民栄養相談（要予約）
 「食」に関する心配ごとや疑問の相談
※予約は保健福祉センター（☎２３ー４３１０）
　にて電話受付

◆心配ごと相談
生活・身の上等の日常生活の悩みに関する相談
毎週月曜日　１０：００〜１５：００
市役所にて

◆行政相談
国や県、市の行政などについての相談
第１・２・３月曜日　１３：００〜１５：００
市役所にて

◆無料法律相談（要予約）
法律的な相談であればどんな内容でも可
６月の相談は、２８日（木）１３：００〜
相談時間は、１人３０分以内
※予約受付は、６月１１日（月）９：００〜
企画財政課（内線３５６）で電話受付

◆物忘れ相談
認知症予防・介護についての相談
毎月第２火曜日　９：３０〜１６：００
保健福祉センターにて

◆家庭児童相談
子どもや家庭に関する悩みの相談
毎週木曜日　１０：００〜１６：００
市民会館にて

◆学校教育相談
学習・いじめ・不登校など学校教育に関する
悩みや不安の相談
毎週月・火・水曜日　９：３０〜１６：００
市民会館にて

◆結婚相談（要予約）
結婚相手の紹介や相談に応じ、幸せな家庭が築け
るよう協力
毎週火・金曜日　１３：００〜１６：００
市民会館１階結婚相談所にて（☎２２ー９７１１）

介
護
環
境
を
サ
ポ
ー
ト

福
祉
用
具
・
住
宅
改
修
相
談

日
曜
日
に
開
設
し
ま
す

法
務
局
な
ん
で
も
無
料
相
談
所

重
度
心
身
障
害
児
福
祉
手
当
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◎未
み

罹
り

患
かん

で予防接種をしていない人は、麻疹にかかると思ってください。
　現実的にはもう防ぎようがありません。きつい言い方をすると、予防接種をしなかっ

た親の責任です。接触後 72 時間以内なら予防接種をすれば防げる可能性がありますが、

お友達が麻疹と診断された日は、接触後時間がたっていることが考えられ、すでに防げ

る可能性がないと思ってください。血液製剤のガンマグロブリンでも接触後 5 日以内な

ら防ぐことは出来ますが、あくまで血液製剤ですので、適応は限られます。

　麻疹未罹患で予防接種をしていない人は、麻疹患者とすれ違っただけで 100％感染すると考えられます。予防接種に

よる副作用には、発熱、発疹などがありますが、実際に麻疹に罹患した場合と比べると、症状が軽微で、比較の対象に

なりません。未罹患で予防接種をしていない人は、麻疹にかかると思ってください。むしろ、

予防接種を定期接種でできない年齢である乳児にうつしてしまいます。乳児がかかると重症

になります。また、麻疹予防接種を 1 回している方は、およそ 9 割以上は発症しないといわ

れていますが、1 割以下で、麻疹と接触後発症してしまう可能性もあり、このように全うに予

防接種をしている方にも迷惑なこととなります。自分や自分の子だけの問題でないことを一

度考えてみてください。

◎予防接種をしていない場合は、直ちにお近くの病院にご相談ください。
　自分のお子さんが麻疹の予防接種をしていない場合は、直ちにお近くの病院にご相談くだ

さい。なお、卵アレルギーの方も絶対禁忌ではないので、病院にご相談ください。

　また、定期接種上は 1 歳以降に接種となっていますが、生後 6 〜 11 ヶ月の乳児も（自費に

なりますが）麻疹単独での予防接種ができますので、ご相談ください。

「3歳の子供がいます。麻疹の予防接種が未接種です。近所の子が
麻疹になりましたが、熱を出す 1日前に一緒に遊んでいました。ど
うすればいいでしょうか？」
？

アドバイザー  韮崎市立病院
小児科 医長  高橋　和也

◆パパ・ママ学級（要予約）
　育児について、沐浴実習、呼吸法
　Ａコース３　６月１６日（土）９：００〜

◆すくすく教室（７か月）
６月１２日（火）
受付時間　１３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１８年１１月生まれ

◆よちよち教室（１１か月）
６月１９日（火）
受付時間　１３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１８年７月生まれ

◆のびのび教室（２歳児）
６月２０日（水）
受付時間　１３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１７年５月生まれ

◆４か月児健診
６月２２日（金）
受付時間　１３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１９年２月生まれ

◆１歳６か月児健診
６月　８日（金）
受付時間　１３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１７年１１月生まれ

◆３歳児健診
６月１５日（金）
受付時間　１３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１６年５月生まれ

◆にこにこ子育て
　相談室（要予約）
　６月２１日（木）
　９：３０〜１６：００

◆母子健康手帳交付・
　妊婦相談・一般健康
　相談
　毎週月〜金曜日
　９：３０〜１６：００

◆健康トレーニング教室
　６月４日、１１日、１８日、２５日（月）
　１３：３０〜１５：３０

◆心のデイケア
　６月１４日、２８日（木）　１０：００〜

◆陸上ウォーキング教室（当日申込可）
　６月１４日（木）　
　６月２３日（土）　
　受付　９：００〜　出発　９：３０〜

◆健康アップ教室
　６月７日、１４日、２１日、２８日（木）
　１９：３０〜

子育て教室
持ち物／各種健康手帳・筆記用具・
　　　　教室に応じて体操のできる服装

育児健康相談等
持ち物／各種健康手帳

健康づくり教室
持ち物／各種健康手帳・筆記用具・
　　　　教室に応じて体操のできる服装

乳幼児の健診
持ち物／母子健康手帳・バスタオル・
　　　　保険証・印鑑

　■お問い合わせ・会場は、
　　韮崎市保健福祉センター （本町３−６−３）
　　☎２３ー４３１０／ ２３ー４３１６



と
で
自
分
の
力
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
練
習
以
外
に
も
、
バ
イ

キ
ン
グ
や
夏
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

体
験
練
習
も
で
き
ま
す
の
で
、

ま
ず
は
見
学
に
来
て
く
だ
さ
い
！

■
募
集
対
象　

小
学
生

■
練
習
日
時
・
場
所

　

毎
週
金
曜
日　

17
時
～
19
時

　

北
西
小
グ
ラ
ウ
ン
ド

※
土
日
の
午
前
中
（
不
定
期
）

　

韮
崎
中
央
公
園

■
お
問
い
合
わ
せ

☎
２
３
ー
０
６
９
３　

功
刀

　

運
動
能
力
や

体
力
の
低
下
が

叫
ば
れ
て
い
る

中
、
自
分
の
体

力
年
齢
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？

　

参
加
者
が
20

人
以
上
で
あ
れ

ば
、
体
育
指
導
委
員
が
出
張
し
て

体
力
測
定
会
・
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ

教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

運
動
を
始
め
る
き
っ
か
け
づ
く

り
に
、
仲
間
を
集
め
て
楽
し
み
な

が
ら
運
動
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
種
目

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
、
輪
投
げ
、

　

ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
な
ど

※
そ
の
他
に
も
、
た
く
さ
ん
の
種

　

目
を
準
備
し
て
い
ま
す
。
詳
細

　

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当

☎

２
２
ー
０
４
９
８

　

北
西
陸
上
ク
ラ
ブ
で
は
、
走
っ

た
り
跳
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
楽
し

み
な
が
ら
、
大
会
に
参
加
す
る
こ
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市
内
に
在
住
・
勤
務
す
る
方
を

対
象
に
、
韮
崎
市
聴
覚
障
害
者
の

会
の
方
々
が
講
師
と
な
り
手
話
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。

 

・
初
級　

手
話
の
理
解
と
基
本
的

　
　
　
　

な
実
技

 

・
中
級　

実
践
に
役
立
つ
手
話
法

■
日
時　

６
月
21
日
～
12
月
６
日

　
　
　
　

毎
週
木
曜
日
（
全
25
回
）

　
　
　
　

19
時
30
分
～
21
時

■
会
場　

市
役
所
別
館
会
議
室
等

■
申
込
期
限　

６
月
15
日
（
金
）

■
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
担
当

　
　
　
　

（
内
線
１
７
６
・
１
７
７
）

　

手
話
が
で
き
た
ら
ス
テ
キ
だ
と

思
い
ま
せ
ん
か
？　

一
緒
に
学
ん

で
交
流
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

■
日
時　

第
１
・
３
水
曜
日

　
　
　
　

19
時
30
分
～
21
時
30
分

■
場
所　

市
民
会
館
４
階

■
お
問
い
合
わ
せ

☎

２
２
ー
９
７
９
０　

千
野

　

武
田
勝
頼
公
新
府
入
城
ま
つ
り

で
の
長
篠
・
設
楽
原
鉄
砲
隊
の
友

情
出
演
も
10
回
目
と
な
り
、
こ
の

節
目
に
交
流
を
深
め
て
き
た
新
城

市
へ
友
好
訪
問
を
行
い
ま
す
。

　

両
市
の
さ
ら
な
る
交
流
進
展
の

た
め
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
程
《
１
泊
２
日
》

◇
７
月
７
日
（
土
）

　

市
役
所
出
発
（
７
時
）

　

医
王
寺
～
長
篠
城
址
ほ
か

◇
７
月
８
日
（
日
）

　

歴
史
資
料
館
～
信
玄
塚
慰
霊　

　

祭
・
決
戦
場
ま
つ
り
ほ
か

　

市
役
所
到
着
（
19
時
）

■
費
用　

２
万
３
０
０
０
円

■
定
員　

27
名

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

武
田
の
里
旧
温
の
会
事
務
局

☎
２
７
ー
２
０
８
７　

細
田

祖母石、一ツ谷、水神、1 〜５丁目、若宮、旭、日の出、西町、富士
見ヶ丘、中島、高河原 ( 韮崎駅経由 ) 　　７日 ( 木 )・２６日 ( 火 )

富士見、岩下、上の山 ( 韮崎駅経由 )　 ８日 ( 金 )・２７日 ( 水 )

穂坂町権現沢、上の原、上今井、
原、長久保 　　　　　　　　　　　　１１日 ( 月 )・２８日 ( 木 )

穂坂町日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場 １２日 ( 火 )・２９日 ( 金 )

穂坂町柳平、宮久保、鳥の小池 １３日 ( 水 )

藤井町全区 １４日 ( 木 )

中田・穴山町全区 １８日 ( 月 )

円野町全区  ( 一ツ谷経由 ) １日 ( 金 )・１９日 ( 火 )

清哲、神山町全区  ( 一ツ谷経由 ) ４日 ( 月 )・２０日 ( 水 )

旭町全区  ( 一ツ谷経由 ) ５日 ( 火 )・２１日 ( 木 )

大草・竜岡町全区 　　　　　　　　　　６日 ( 水 )・２５日 ( 月 )

静心寮 １５日 ( 金 )

老壮大学 ２２日 ( 金 )

巡回日程に変更がある場合は、
区長を通じて連絡します。

お問い合わせ　老人福祉センター
　　　　　　　（☎22-6944/ 22-6980）

こぶし号 老人福祉センターバス （６月巡回日程）

新
城
市
友
好
交
流
10
周
年
記
念
！

慰
霊
祭
と
武
田
遺
跡
め
ぐ
り

み
ん
な
で
一
緒
に
走
ろ
う
よ
！

北
西
陸
上
ク
ラ
ブ

手
話
で
会
話
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う

韮
崎
手
話
サ
ー
ク
ル

体
力
測
定
会
・

　
　

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
教
室

基
礎
か
ら
実
践
ま
で

手
話
講
習
会 

受
講
生
募
集
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児童センターであそぼう 開館時間　月〜土曜日　  ９：００〜１９：００

０〜６歳（未就学）児は 保護者の同伴を お願いします。

◆手遊び歌遊び
　６月１３日（水）１０：３０〜
　
◆親子で遊ぼう（お絵かき）
　６月２６日（火）〜２８日（木）１１：００〜
 
◆山梨県警さちかぜ号による
　交通安全教室（小学生対象）
　６月２０日（水）１５：３０〜　
　講師　山梨県警職員

◆ビバ縁故節（小学生対象）
　６月２７日（水）　１４：３０〜
　 講師　石川千夏先生

甘利児童センター
（☎ ２３ー１５３５）

◆親子で遊ぼう（折り紙）
　６月５日（火）〜８日（金）１１：００〜
 
◆作って遊ぼう（要予約）
  ６月１２日（火）　１０：３０〜
　「七夕飾りを作りましょう」
　※材料費自己負担

◆親子ふれあい体操
  ６月２２日（金）　１０：３０〜

◆昔の話（小学生対象）
　６月１３日（水）　１５：００〜
　 講師　センター職員

北西児童センター
（☎ ２２ー１７７５）

☆行事のない日でも、
各センターは開館して
ます。お子さんと一緒
に遊びに来てください。

☆「なかよし広場」　　
簡単な歌・手遊び・お話
韮崎（木）１１：００～
北東（月）１１：００～
北西（金）１１：００～
甘利（火）１１：００～

☆小学生の行事は「パソ
コンを楽しもう」など、
ほかにもあります。

☆詳しくは、各児童セ
ンターにお問い合わせ
ください。

□保育園開放・子育て相談
・保育園開放　毎週水曜日　９：００〜１２：００

・子育て相談　面　　談　　８：３０〜１２：００

　　　　　　　電話相談　　８：３０〜１７：００

□例月のイベント

◆子育てトーク（子育てについて気軽に話しましょう）
　６月　６日（水）１０：３０〜

◆体位測定（お子さんの身長・体重を測ります）
　６月２１日（木）１０：３０〜

◆誕生会に参加しましょう（お友だちと一緒に）
　６月２６日（火）１０：００〜１１：３０

◆水曜ミニミニタイム（歌・手遊び・シアターなど）

地域子育て支援センター
ファミリー・サポート・センター

（藤井保育園内　☎ ２３ー７６７６）

子育て支援センターにいらっしゃい！ 開設時間    月〜金曜日　１０：００〜１２：００
イベントのない日もお友だちが来てあそんでいるよ！

□その他のイベント・講座

◆親子健康教室「夏の病気と対処」
　６月　７日（木）１０：３０〜１１：３０

◆親子で楽しむ音楽会（要予約）
　６月１１日（月）１０：００〜１１：００

　場所　藤井保育園遊戯室

◆親子エアロビクス教室
　６月１２日（火）１０：３０〜１１：３０

　講師　斎藤晴美先生　場所　藤井保育園遊戯室

◆公園へ行こう
　６月１４日（木）１０：００　中央公園ちびっこ広場集合

　持物　おやつ、弁当など

◆親子手作りおやつ教室（要予約）
　６月１５日（金）１０：００〜１２：００

　場所　福祉センター２階　※材料費自己負担

◆散歩に行こう
　６月２５日（月）１０：００支援センター集合

　持物　おやつ、飲み物など

◆親子で遊ぼう（お絵かき）
　６月５日（火）〜８日（金）１１：００〜
 
◆チューブ体操
  ６月１４日（木）　１０：３０〜
　講師　野尻美穂子先生　小池すみ子先生
　持物　室内シューズ
 
◆作って遊ぼう（要予約）
  ６月２６日（火）　１０：３０〜
　「七夕飾りを作りましょう」
　※材料費自己負担

◆交通安全教室（小学生対象）
　６月　６日（水）　１５：００〜
　
◆寿ルーム（小学生対象）
　毎週月曜日

韮崎児童センター
（☎ ２２ー７６８７）

◆親子で遊ぼう（折り紙）
　６月１２日（火）〜１５日（金）１１：００〜
 
◆子育て講演会（食育のおはなし）
　６月２１日（木）１０：３０〜
　講師　山梨農政事務所職員

北東児童センター
（☎ ２３ー５５５０）

子育て支援センター・児童センター合同事業

ちびっ子運動会（要予約）
　６月２９日（金）１０：００受付
　１０：２０〜１１：３０
　場所　韮崎市営体育館
　持物　室内シューズ
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今回は、“増穂すずらん”の皆様です。お楽しみに！

　日時　６月　２日（土）１４：００〜　

　場所　市民会館４階　大会議室

　「猫の結婚式」
　　　　　　　安房直子作（朗読　柴田美和子さん）

　　「ありがとう」
　　　　　　　石田衣良作　（朗読　今村孝子さん）

　　「チマ男とガサ子」　
　　　　　　　　　重松清作　（朗読　永山周作さん）

　※次回は７月１４日（土）を予定しています。

今月の朗読のつどい

今月のだっこの会
わらべ歌・手遊びなど
遊びや絵本に思わぬ反応が！
日ごろの親子のふれあいに。

　日時　６月２８日（木）
　　　　１０：３０〜
　場所　市民会館３階　和室

としょかんまつり
楽しい出し物がいっぱいです。
お友達と一緒に来てね！　
　日時　６月２３日（土）
　　　　１４：００〜１５：３０
　場所　市民会館５階　大ホール
　内容　人形劇、パズルタングラムなど

「風の払
ふ つ ぎ ょ う

暁」
　船戸与一著　（新潮社）

第二次大戦前夜。麻布・霊南坂の名家
に生まれながらも外交官、馬賊の長、
陸軍士官、劇団員の早大生と立場を全
く異にする敷島４兄弟が、運命によっ
て導かれた満州でみたものとは？
未曾有のスケールで描かれる冒険大河
ロマン。「事変の夜」との２部作です。

「帰ってきた船乗り人形」
　ルーマー・ゴッデン作

　おびかゆうこ訳（徳間書店）

     ぼくが船に乗って、お兄さんたちをさ
がしに行くよ！女の人形ばかりがくら
す人形の家にやって来た、船乗り人形
の男の子カーリーは、いなくなった男
の人形たちをさがそうと…？

　　　　　　　　　  人形たちをいきいきと描いた物語。

（一般書） ｢ オバサンの経済学 ｣
　　　　中島隆信著（東洋経済新報社）

　 「淳之介流　やわらかい約束」
村松友

と も み

視著（河出書房新社）

（児童書）「しおだまりの一日」
　　　　松久保晃作文・写真（小峰書店）

　 「ハーニャの庭で」
どいかや作（偕成社）

◎図書は、リクエストや予約もお受けいたします。

◎ご案内の「リサイクル文庫」にもご協力ください。

◎ご返却が遅れている方は、どうかお早めにお返しください。

新刊情報 図書館流通センター「週刊新刊全点案内」1518号より
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■６月の休館日
　毎週月曜日、２９日（金）です。
　お問い合わせは、韮崎市立図書館
　（☎２２ー１１２１ ／ ２２－２９１０）

６
月
の
標
語　

休
日
は　

み
ん
な
で
し
よ
う　

家
庭
の
仕
事　
毎
月
第
１
日
曜
日
は
、
男
女
共
同
参
画
の
日

　｢ ヘアーカットのしかた」
　　講師　マーブルキッズ経営　早川能弘・もとみ氏
　　日時　６月１３日（水）１０：３０〜１１：３０
　　場所　市民会館４階大会議室
　　費用　無料
　　定員　２０名
　　持物　ハサミ、風呂敷、手ぬぐい、新聞紙
　お問い合わせ　銀河鉄道事務局（☎２２ー１１２１）

子育てサロン 銀河鉄道
ま
ち
づ
く
り
活
動

「
朗
読
と
お
話
」
研
修
会

プ
ロ
野
球
選
手
と
い
っ
し
ょ
に

公
園
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル

※今月のお話会は、　としょかんまつりにかえさせていただきます。
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健康に気をつけ医療費の節約にご協力ください
5 月中に市が支払った医療費をお知せします。　
　国民健康保険 150,703,133 円 ※１人当り 17,079 円（前月比 7.94％増）
　老 人 保 健 226,317,497 円 ※１人当り 60,986 円（前月比 10.36％増）

市の人口（５月１日現在）
　男 １６，３８１人 世帯数 １２，３８９世帯
　女 １６，６８２人 前月比 ＋４８世帯
　計 ３３，０６３人
　前月比　　   －２２人

諒
りょう

くん（Ｈ 1 ８年６月生まれ）

清水　誠・ひとみ さん  宅（穂坂町）
〜「すくすく元気に育ってね !!」〜

「スペシャル☆サンクスデー」
　５月３日に行われたヴァンフォーレ甲府の韮崎市ホー
ムタウンサンクスデー、Ｊ１第９節：対横浜ＦＣ戦。ス
タンドが今季最多の１万６２７９人の観衆で青一色に染
まる中、韮崎の子どもたちが、憧れの選手をピッチにエ
スコートしました。試合の結果は、ヴァンフォーレ甲府
が１－０でＪ１初の３連勝！　最高の一日になりました。

優
ゆ う た ろ う

太朗くん（Ｈ 1 ８年１１月生まれ）

伏見　泰仁・さつき さん  宅（大草町）
〜「優しく朗らかに育ってね☆」〜

泰
た い ご

吾くん（Ｈ 1 ７年９月生まれ）

秋山　泰宏・晃子 さん  宅（円野町）
〜「心のあったかい子になってね !!」〜


